
 

 

 

 

◆インフルエンザ流行期入り 

  １０月１４日、県内の１医療機関当たりの患者報告数が流行開始

の目安（基準値１．００）を超えたため、流行期に入ったと発表があ

りました。群馬県感染症情報（２０２５年・第１６号）によると、現在

はＡ型インフルエンザの報告が多く、複数の市町村で学級閉鎖も

出ています。引き続き感染症予防を心がけ、咳エチケットや早めの

受診を意識しましょう。 

 

《感染症に係る各種様式》  

                                                   ※本校HPからもダウンロード可能です。 

なお、群馬県では学校保健安全法施行規則の第三種「その他の感染症」に該当する手足口病・

マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症・伝染性紅斑（リンゴ病）は、出席停止の扱いにしていない

のでご承知おきください。 

様   式 場   合 記入者 

治癒証明書（インフルエンザ・新型コ

ロナウイルス感染症以外） 

学校保健安全法施行規則により定められた感染症（麻疹

、風疹、水痘、咽頭結膜熱、流行性耳下腺炎等）と診断を

受けた場合 

医 師 

インフルエンザ療養報告書 

インフルエンザと診断を受けた場合 

※但し、医師の診断で５日を経過せずに登校可能となっ

た場合は治癒証明書を提出 

保護者 

新型コロナウイルス感染症における

療養報告書 
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合 保護者 

令和７年１０月３１日 

渋川青翠高等学校 

 保健室 

保保健健便便りり  



◆気圧痛とむし歯の関係 

「気圧が低いと頭が痛くなる。」という人は

少なくありませんが、同じシチュエーションで

「歯が痛くなる。」という人がいたら要注意で

す。気圧の変化による歯の痛みは、むし歯が原

因になっている可能性があるからです。むし歯

で歯の表面に穴があき、神経がある層（歯髄）

に空気が入り込みやすくなった状態は、気圧の

変化によって歯の神経に圧力がかかり、痛みが

でることがあります。気圧が元に戻ると歯の痛

みもなくなりますが放置せずに早めに受診しましょう。 

◆１１月８日は『いい歯の日』 
今年度の歯科検診の結果、受診が必要な人には

「歯科受診のおすすめ」を配付しています。受診は済

んでいるでしょうか。むし歯や歯周病は自然に良くな

ることはありません。受診が済んでいない人（担任ま

で治療報告書が提出されていない人）には、１１月

中に「受診のおすすめ」を再配付します。今年のうち

に受診を済ませましょう。 


